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株式の分割に関するお知らせ 
 

 

当社は、平成23年８月10日開催の取締役会において、株式の分割を行うことを決議いたしました

ので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１． 株式分割の目的 

投資家の皆様により投資しやすい環境を整えるため、株式分割により株式の流動性向上及び投

資家層の拡大を図ることを目的とするものであります。 

当社の株主数は継続的に増加傾向にあり、今後においてもより多くの株主の皆様からご支援い

ただける為に現状の発行済株式総数を考慮し、分割の割合を決定致しました。 

  

２． 分割の概要 

(1)  分割の方法 

平成23年８月31日（水曜日）を基準日として、最終の株主名簿に記録された株主の所有普通

株式１株につき、1.5株の割合をもって分割いたします。 

ただし、分割の結果生ずる１株未満の端数株式は、これを一括売却または買受けし、その処分

代金を端数の生じた株主に対し、その端数に応じて分配いたします。 

また、分割の結果生じる単元未満株式（100株未満の株式）につきましては、会社法第 192条

第１項に基づく買取請求を当社に対して行うことができます。その場合当社は、会社法第193条

第１項第１号及び同法施行規則第36条第１号に規定する価格で買取いたします。 

 
(2)  分割により増加する株式数 

平成23年２月28日現在の発行済株式総数 8,866,400株 

今回の分割により増加する株式数 4,433,200株 

株式分割後の当社発行済株式総数 13,299,600株 

株式分割後の発行可能株式総数 31,424,000株 

(注) 上記の発行済株式総数は、新株予約権の行使により株式分割の基準日までの間に増加
する可能性があります。 



   

 
 

(3)  日程 

基準日設定公告日 平成23年８月12日(金曜日) 

基準日 平成23年８月31日(水曜日) 

効力発生日 平成23年９月 １日(木曜日） 

 
(4)  その他 

今回の株式分割に際して、資本金の増加はありません。なお、平成 23年２月 28日時点の資

本金は2,008,376,519円であります。 

 
(5)  新株予約権行使額の調整 

株式の分割に伴い、当社発行の新株予約権の１株当たりの行使価額を平成23年９月１日以降、

以下のとおり調整いたします。 

 

 株主総会の特別決議日 調整前行使価額 調整後行使価額 

第１回新株予約権 平成19年11月29日 107円 72円 

 
(6) その他この株式分割に必要な事項は、今後の取締役会において決定いたします。 

                                                                   
 
 
以 上 


